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豊殿地区循環バスの運行廃止について 

 

事業主体：豊殿地区福祉車運営委員会    

（旧豊殿地区循環バス運営委員会） 

１ 趣  旨 

・豊殿地区住民の総意により運行を開始した循環バス「あやめ号」は、運行開始当初には約

2,000 人あった利用者が、利用者の高齢化や固定化、また、運行ルートが長大、停留所ま

での距離や勾配等を要因とした利用離れにより、利用者数が 3分の 1以下にまで減少し、

住民のニーズに応えられていない状況になっていた。 

・また、運行経費の約半分を賄う各世帯 1,000 円の負担金について、利用促進が図られてい

ないものへの負担を反対する意見が寄せられていた。 

・令和 2 年 10 月には、豊殿地区自治会連合会及び豊殿まちづくり協議会により、高齢者の

運転免許証返納に対する考え方や交通困難者と言われている方々への生活支援のあり方

を考えていくためのアンケートが行われ、「免許返納には買い物や通院のサポートが不可

欠である」という意見をはじめ、免許返納後に求める移動手段などについて意見が寄せら

れた。 

・アンケートの結果を踏まえ、豊殿地区循環バス運営委員会、豊殿地区自治会連合会、豊殿

まちづくり協議会を中心に移動手段のあり方についての検討を行い、住民ニーズに合致さ

せ、利便性向上を図るため、循環バス形式の運行を取り止める判断に至った。 

 

２ 主な経過 

平成１４年 ４月２０日 
○豊殿地区振興会定期総会において、循環バス研究委員会の設

置を決定 

平成１５年 

○各会議（研究委員会、振興会常任委員会、循環バス運営委員

会、自治会長・運営委員会合同会議）を重ね、住民アンケー

トの結果を踏まえ、試行運行の実施を決定 

平成１８年 ４月１８日 ○循環バスの試験運行（週 2日、1日 4便）を開始 

平成１８年１２月 
○試験運行の実績を踏まえ、住民負担（各戸 1,000 円）による

本運行についての住民意思確認を実施 

平成１９年 １月１２日 ○循環バス「あやめ号」の本運行を開始 

 
○需要に応えるべく、ダイヤ、ルートや停留所の追加を実施 

利用促進に向けた無料券を配布 

令和 ２年１０月 
○高齢者の免許返納に対する考え方や交通困難者への生活支

援のあり方を考えていくためのアンケートを実施 

令和 ３年 ９月 
○アンケート結果を踏まえ、循環バス形式の移動手段の見直し

を行う旨を豊殿地区循環バス運営委員会総会で決定 

令和 ３年 ９月３０日 ○豊殿地区福祉車運営委員会を設置 

令和 ３年１１月２２日 ○上田市公共交通活性化協議会において、運行廃止を協議 
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３ 運行の概要 

運行日・便数 月曜日及び金曜日・1日 4便 

運行ルート・ 

停留所数 

豊殿診療所、ＪＡ豊里支所、ショッピングパーク、湯楽里館、さなだの湯、

豊殿地域自治センター及び 17自治会の公民館等を経由・23停留所 

（ルート図、時刻表は別添参照） 

利用者数（1便

あたり乗車人

数）・ 

運行日数（便

数）・ 

続行便回数※1 

 
利用者数 

（1便あたり乗車人数） 
運行日数（便数） 続行便回数 

02 年度 631 人 （1.63 人） 97 日（388 便） 0回 

01 年度 701 人 （1.81 人） 97 日（388 便） 0回 

30 年度 862 人 （2.24 人） 96 日（384 便） 1回 

29 年度 1,236 人 （3.25 人） 95 日（380 便） 4回 

28 年度 1,534 人 （4.08 人） 94 日（376 便） 19 回 

27 年度 1,662 人 （4.28 人） 97 日（388 便） 10 回 

運行経費等 

（単位：千円） 

 運行費用※2 各戸負担金 運賃収入 
その他収入 

（寄附） 
市補助金 

02 年度 2,823,282 1,365,000 126,200 250,000 941,000 

01 年度 2,617,092 1,381,000 140,200 200,000 872,300 

30 年度 2,568,170 1,420,000 172,400 265,000 856,000 

29 年度 2,544,820 1,435,000 247,200 280,000 848,200 

28 年度 2,535,030 1,449,000 306,800 280,000 799,200 

27 年度 2,605,080 1,442,000 332,400 300,000 830,600 

※1 続行便は、利用客の乗り残しが無いようタクシー車両により対応するもの 

※2 運行費用には、事務費、会議費等を含まない 

 

４ 法手続きの概要 

・道路運送法第 15条の 2に基づく、路線(系統)の廃止 

・上田市公共交通活性化協議会での協議を経て、廃止日の３０日前までに、国土交通省北陸信

越運輸局長野運輸支局への法手続きを行う必要がある。 

 

５ 廃止への対応について 

・地域内の全戸配布及び回覧板による周知、利用者に対する声かけ 

・市ホームページ等を通じて周知 

 

６ 運行廃止予定日 

   令和３（２０２１）年１２月３１日（金） 

 

７ その他 

現在、豊殿地区福祉車運営委員会において、新たな運行システムによる地域支え合い型の

移動サービスの運行開始に向けて、調整中である。 



令和 3年 11 月 22 日 

上田市公共交通活性化協議会 様 

会長 藤澤 純一 様 

長野県上田市真田町長 3785-6 

菅平観光タクシー株式会社 

代表取締役 一之瀬  治 

 

豊殿地区循環バスの運行の廃止について 

 

標記につき、下記のとおり運行を廃止いたしたく協議をお願いします。 

記 

１ 運行廃止する運行系統 ： 豊殿７・豊殿２・豊殿３・豊殿８ 

２ 運行廃止路線の概要 

（１）起  点 ： 氷沢       終  点： 豊殿診療所 

（２）系統キロ ： 豊殿７（起点：氷沢～終点：さなだの湯 39.4 キロ） 

豊殿２（起点：氷沢～終点：湯楽里館 29.25 キロ） 

豊殿３（起点：豊殿診療所～終点：ＪＡ豊里店 33.05 キロ） 

豊殿８（起点：さなだの湯～終点：豊殿診療所 41.5 キロ） 

（３）廃止する停留所 ： 氷沢、長入、岩清水、赤坂、矢沢、ＪＡ殿城店、下郷、豊殿診療所、

漆戸、宮ノ上、森、大日ノ木、小井田、中吉田、下吉田、町吉田、   

ひかり、桜台、林之郷、豊殿地域自治センター、ショッピングパーク、

ＪＡ豊里店、湯楽里館、さなだの湯（全停留所） 

（４）運行回数 ： 月曜、金曜 1 日 4 便 運行ダイヤ（別添参照） 

（５）運  賃 ： ２００円（小学生未満は無料） 

（６）運行廃止予定日 ： 令和３年１２月３１日 

３ 申請理由 

豊殿地区住民の総意により運行を開始した豊殿地区循環バス「あやめ号」は、運行開始当初

には 2,000 人近くあった利用者が、利用者の高齢化や固定化、また、運行ルートが長大、停留

所まで遠いといった利便性の低下により、利用者数が 3分の 1以下にまで減少している。 
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豊殿地区循環バス
運行ルート

上田菅平IC

豊殿診療所

豊殿地域自治センター

ショッピングパーク

湯楽里館（温泉施設）

真田温泉（ふれあいさなだ館）

国道18号信濃国分寺駅

しなの鉄道

上信越自動車道
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